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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第４期
第２四半期
累計期間

第５期
第２四半期
累計期間

第４期
第２四半期
会計期間

第５期
第２四半期
会計期間

第４期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 1,377,2651,605,624　 782,792857,875　 2,880,327

経常利益（千円） 218,454223,289　 185,971135,533　 382,205

四半期（当期）純利益（千円） 119,977121,617　 102,679 73,499　 207,956

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
― ― ― ― ―

資本金（千円） ― ― 249,362378,870　 376,540

発行済株式総数（株） ― ― 1,400,6001,708,0001,695,500

純資産額（千円） ― ― 498,850964,248　 840,300

総資産額（千円） ― ― 850,6331,328,133　 1,284,677

１株当たり純資産額（円） ― ― 356.17 564.55 495.61

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
85.66 71.39 73.31 43.07 146.95

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― 67.91 ― 41.01 136.97

１株当たり配当額（円） ― ― ― ― ―

自己資本比率（％） ― ― 58.6 72.6 65.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
40,323 197,835　 ― ― 174,071

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△26,633△14,202　 ― ― △51,315

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△2,416 2,330　 ― ― 219,579

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
― ― 413,059930,084　 744,121

従業員数（名） ― ― 195 254 236

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がないため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に

おける異動もありません。   

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（名） 　 254

　（注）従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　　　　該当事項はありません。

　　(2) 仕入実績

　　　  当第２四半期会計期間の商品仕入実績は、以下のとおりであります。

事業別
当第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

前年同期比 (％)

エネルギーコストソリューション事業(千円) 147,041 121.3

エコロジーソリューション事業(千円) 67,641 98.0

リレーションシップ事業(千円) 14,695 106.6

合　計(千円) 229,378 112.5

　(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

 当第２四半期会計期間の販売実績は、以下のとおりであります。

事業別
当第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

前年同期比 (％)

エネルギーコストソリューション事業(千円) 671,756 108.0

エコロジーソリューション事業(千円) 140,633 115.7

リレーションシップ事業(千円) 45,485 115.5

合　計(千円) 857,875 109.6

　(注)１．前第２四半期会計期間及び当第２四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

対する割合は、以下のとおりであります。

相手先

前第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社クレディセゾン 293,32637.5 477,25855.6

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 267,14434.1 107,97912.6

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社は、平成20年11月30日に、ＮＥＣリース株式会社より社名変更して

おります。

２【事業等のリスク】

　当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況 

　当第２四半期会計期間（平成21年７月１日～平成21年９月30日）における我が国経済は、アジア向けを中心とし

た輸出が増加し、鉱工業生産に持ち直しの動きが続くなど、最悪期は脱しつつあるものの、失業率は高水準にあるな

ど雇用情勢は悪化傾向が続いており、依然として厳しい経済状況が続いています。

　当社のエネルギーコストソリューション事業・リレーションシップ事業のコンサルティングの対象となる中小規

模事業者については、中小企業製造業の業況判断が７四半期ぶりの改善・中小企業非製造業の業況判断が11四半期

ぶりの改善となるなど、全体として持ち直しの動きがあるものの、大企業と比べると改善のテンポは遅く、厳しい経

営環境が続いています。一方、エコロジーソリューション事業の対象となる一般家庭については、個人消費が持ち直

しの動きが続いています。また、政府が環境政策に積極的な姿勢を示していることで、環境に配慮した商品について

の市場規模は引き続き広がりを見せています。

　当社の主力事業であるエネルギーコストソリューション事業においては、中小規模事業者のコスト削減に対する

強い需要に支えられ、受注は順調に推移いたしました。この結果、エネルギーコストソリューション事業の当第２四

半期会計期間の売上高は671,756千円(前年同期比8.0％増)となりました。

　エコロジーソリューション事業においては、環境配慮型商品に対する旺盛な需要を背景に、受注は順調に推移いた

しました。この結果、エコロジーソリューション事業の当第２四半期会計期間の売上高は140,633千円(前年同期比

15.7％増)となりました。また、仕入原価の低減により、売上総利益率は増加傾向で推移しました。

　リレーションシップ事業においても、受注は順調に推移いたしました。この結果、リレーションシップ事業の当第

２四半期会計期間の売上高は45,485千円(前年同期比15.5％増)となりました。

  以上の結果、当第２四半期会計期間における売上高は857,875千円(前年同期比9.6％増)となりました。利益面に

つきましては、業容拡大のための人員増強による人件費の増加及び本社増床による地代家賃の増加等により、営業

利益は134,943千円(前年同期比30.0％減)、経常利益は135,533千円(前年同期比27.1％減)、四半期純利益は73,499

千円(前年同期比28.4％減)となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期会計期間末に比べ

149,778千円増加し、930,084千円となりました。 

　当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は158,974千円（前年同期比94.5％増）となりまし

た。これは主に、税引前四半期純利益の計上135,533千円、売上債権の減少18,706千円による資金の増加によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は10,431千円（前年同期比47.7％減）となりまし

た。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出10,099千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は1,235千円（前年同期は1,216千円の使用）となり

ました。これは、新株予約権の権利行使によるものであります。 

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

　当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第２四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しに重要

な変更はありません。

　

(6）資本の財源についての分析

　当第２四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは158,974千円の収入となっており、当社は当

該営業活動によるキャッシュ・フローを財源として事業活動を行っていく方針であります。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,000,000

計 4,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 1,708,000 1,709,300ジャスダック証券取引所

単元株式数　100株

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準の株式

計 1,708,000 1,709,300 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。

　①　平成18年６月26日定時株主総会(平成18年６月26日取締役会決議、従業員向け発行分)

区分
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 44

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式 (注)１

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 17,600 (注)２、４、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 150 (注)２、４、５

新株予約権の行使期間
　平成20年７月26日から

　平成28年６月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　150

資本組入額　150

(注)２、４、５

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１．新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式で

あります。

２．新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、１株当たりの払込金額(以下、行使価額とする。)に新株予約権１個

につき割り当てられる株式数を乗じた金額とし、発行当初は金60,000円(提出日現在は150円)とする。また、行使

価額は、金60,000円(提出日現在は150円)とする。
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また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数につい

てのみ行われ、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割又は株式併合の比率

　　　さらに、当社が時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

　　　(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であること。

　　　(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。

　　　(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。

　　　(4) その他の条件については、平成18年６月26日開催の定時株主総会及び平成18年６月26日開催の取締役会に基づき、

当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。

４．平成18年10月20日開催の取締役会決議により、平成18年11月７日付で１株を４株とする株式分割を行っておりま

す。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の

行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成20年６月10日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

　②　平成18年６月26日定時株主総会(平成18年６月26日取締役会決議、取締役及び監査役向け発行分)

区分
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 30

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式 (注)１

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 12,000 (注)２、４、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 150 (注)２、４、５

新株予約権の行使期間
　平成20年７月26日から

　平成28年６月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　150

資本組入額　150

(注)２、４、５

新株予約権の行使の条件 　(注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(注)１．新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式で

あります。

２．新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、１株当たりの払込金額(以下、行使価額とする。)に新株予約権１個

につき割り当てられる株式数を乗じた金額とし、発行当初は金60,000円(提出日現在は150円)とする。また、行使

価額は、金60,000円(提出日現在は150円)とする。

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数につい

てのみ行われ、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割又は株式併合の比率

　　　さらに、当社が時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

　　　(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であること。

　　　(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。

　　　(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。

　　　(4) その他の条件については、平成18年６月26日開催の定時株主総会及び平成18年６月26日開催の取締役会に基づき、

当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。

４．平成18年10月20日開催の取締役会決議により、平成18年11月７日付で１株を４株とする株式分割を行っておりま

す。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の

行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成20年６月10日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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　③　平成19年１月５日臨時株主総会(平成19年１月23日取締役会決議、従業員向け発行分)

区分
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 195

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式 (注)１

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 19,500 (注)２、４

新株予約権の行使時の払込金額(円) 150 (注)２、４

新株予約権の行使期間
　平成21年３月３日から

　平成29年１月５日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　150

資本組入額　150

(注)２、４

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１．新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式で

あります。

２．新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、１株当たりの払込金額(以下、行使価額とする。)に新株予約権１個

につき割り当てられる株式数を乗じた金額とし、発行当初は金15,000円(提出日現在は150円)とする。また、行使

価額は、金15,000円(提出日現在は150円)とする。

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数につい

てのみ行われ、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割又は株式併合の比率

　　　さらに、当社が時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

　　　(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であること。

　　　(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。

　　　(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。

　　  (4) その他の条件については、平成19年１月５日開催の臨時株主総会及び平成19年１月23日開催の取締役会に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。

４．平成20年６月10日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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　④　平成19年１月５日臨時株主総会(平成19年１月23日取締役会決議、取締役及び監査役向け発行分)

区分
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 250

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式 (注)１

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 25,000 (注)２、４

新株予約権の行使時の払込金額(円) 150 (注)２、４

新株予約権の行使期間
　平成21年３月３日から

　平成29年１月５日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　150

資本組入額　150

(注)２、４

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１．新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式で

あります。

２．新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、１株当たりの払込金額(以下、行使価額とする。)に新株予約権１個

につき割り当てられる株式数を乗じた金額とし、発行当初は金15,000円(提出日現在は150円)とする。また、行使

価額は、金15,000円(提出日現在は150円)とする。

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数につい

てのみ行われ、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割又は株式併合の比率

　　　さらに、当社が時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

　　　(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であること。

　　　(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。

　　　(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。

      (4) その他の条件については、平成19年１月５日開催の臨時株主総会及び平成19年１月23日開催の取締役会に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。

４．平成20年６月10日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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　⑤　平成19年７月24日臨時株主総会(平成19年７月26日取締役会決議、従業員向け発行分)

区分
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 121

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式 (注)１

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 12,100 (注)２、４

新株予約権の行使時の払込金額(円) 800 (注)２、４

新株予約権の行使期間
　平成21年８月10日から

　平成29年７月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　800

資本組入額　800

(注)２、４

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１．新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式で

あります。

２．新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、１株当たりの払込金額(以下、行使価額とする。)に新株予約権１個

につき割り当てられる株式数を乗じた金額とし、発行当初は金80,000円(提出日現在は800円)とする。また、行使

価額は、金80,000円(提出日現在は800円)とする。

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数につい

てのみ行われ、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割又は株式併合の比率

　　　さらに、当社が時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

　　　(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であること。

　　　(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。

　　　(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。

      (4) その他の条件については、平成19年７月24日開催の臨時株主総会及び平成19年７月26日開催の取締役会に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。

４．平成20年６月10日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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　⑥　平成19年７月24日臨時株主総会(平成19年７月26日取締役会決議、取締役向け発行分)

区分
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 320

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式 (注)１

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 32,000 (注)２、４

新株予約権の行使時の払込金額(円) 800 (注)２、４

新株予約権の行使期間
　平成21年８月10日から

　平成29年７月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　800

資本組入額　800

(注)２、４

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１．新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式で

あります。

２．新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、１株当たりの払込金額(以下、行使価額とする。)に新株予約権１個

につき割り当てられる株式数を乗じた金額とし、発行当初は金80,000円(提出日現在は800円)とする。また、行使

価額は、金80,000円(提出日現在は800円)とする。

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数につい

てのみ行われ、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割又は株式併合の比率

　　　さらに、当社が時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

　　　(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であること。

　　　(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。

　　　(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。

      (4) その他の条件については、平成19年７月24日開催の臨時株主総会及び平成19年７月26日開催の取締役会に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。

４．平成20年６月10日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成21年７月１日～

 平成21年９月30日

　　　(注)１ 

5,2001,708,0001,235 378,870 ― 126,293

(注)１．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成21年10月１日から平成21年10月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が1,300株、資本

金が260千円増加しております。

　

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

田中　政臣 東京都港区 1,053,000 61.65

ＵＢ従業員持株会 東京都品川区東五反田五丁目23番７号 88,900 5.20

那須　慎一 東京都江東区 74,500 4.36

石垣　康治 東京都渋谷区 52,500 3.07

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 45,800 2.68

株式会社クレディセゾン 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 30,000 1.76

村山　拓蔵 東京都港区 20,000 1.17

三浦　幹之 東京都豊島区 13,300 0.78

新規事業投資株式会社 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 13,100 0.77

新規事業投資１号投資事業

有限責任組合
東京都千代田区大手町二丁目６番２号 12,800 0.75

計 － 1,403,900 82.20
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,707,800 17,078

単元株式数　 100株

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準の株式

単元未満株式 普通株式　　　 200 ― ―

発行済株式総数  1,708,000 ― ―

総株主の議決権 ― 17,078 ―

 

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

(%)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 1,580 1,520 1,470 1,630 1,531 1,400

最低（円） 1,093 1,120 1,284 1,260 1,280 1,268

　（注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期

財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、前第２四半期会計期間及び前第２四半期累計期間に係る四半期レビュー報告書は、平成21年２月９日提出の有

価証券届出書に添付されたものによっております。

　また、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。

　

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 930,084 744,121

売掛金 188,561 357,755

商品 43,798 20,367

前払費用 25,082 30,965

繰延税金資産 27,411 25,586

その他 349 1,041

流動資産合計 1,215,287 1,179,838

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 26,756 28,020

工具、器具及び備品（純額） 13,364 14,166

有形固定資産合計 ※
 40,121

※
 42,187

無形固定資産

ソフトウエア 8,089 9,385

無形固定資産合計 8,089 9,385

投資その他の資産

敷金及び保証金 64,308 52,359

その他 262 710

投資その他の資産合計 64,571 53,070

固定資産合計 112,781 104,642

繰延資産 64 196

資産合計 1,328,133 1,284,677

負債の部

流動負債

買掛金 79,734 87,501

未払金 145,378 178,809

未払費用 2,004 3,173

未払法人税等 107,157 132,472

未払消費税等 18,649 36,776

預り金 10,960 4,552

流動負債合計 363,885 443,285

固定負債

長期未払金 － 322

その他 － 769

固定負債合計 － 1,091

負債合計 363,885 444,377

純資産の部

株主資本

資本金 378,870 376,540

資本剰余金 126,293 126,293

利益剰余金 459,085 337,467

株主資本合計 964,248 840,300

純資産合計 964,248 840,300

負債純資産合計 1,328,133 1,284,677
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 1,377,265 1,605,624

売上原価 404,565 427,284

売上総利益 972,699 1,178,340

販売費及び一般管理費 ※
 747,539

※
 956,237

営業利益 225,159 222,102

営業外収益

受取利息 539 429

受取手数料 2,258 736

解約手数料 617 152

その他 103 86

営業外収益合計 3,520 1,404

営業外費用

支払利息 52 85

創立費償却 － 64

株式交付費償却 － 67

支払手数料 882 －

上場関連費用 9,091 －

その他 199 －

営業外費用合計 10,226 217

経常利益 218,454 223,289

特別損失

固定資産除却損 276 －

特別損失合計 276 －

税引前四半期純利益 218,177 223,289

法人税、住民税及び事業税 94,595 103,183

法人税等調整額 3,605 △1,511

法人税等合計 98,200 101,671

四半期純利益 119,977 121,617
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 782,792 857,875

売上原価 219,464 237,588

売上総利益 563,327 620,286

販売費及び一般管理費 ※
 370,653

※
 485,343

営業利益 192,674 134,943

営業外収益

受取利息 539 317

受取手数料 701 389

解約手数料 295 －

その他 25 －

営業外収益合計 1,561 707

営業外費用

支払利息 － 85

創立費償却 － 32

支払手数料 274 －

上場関連費用 7,891 －

その他 99 －

営業外費用合計 8,265 117

経常利益 185,971 135,533

特別損失

固定資産除却損 276 －

特別損失合計 276 －

税引前四半期純利益 185,694 135,533

法人税、住民税及び事業税 76,351 68,867

法人税等調整額 6,662 △6,833

法人税等合計 83,014 62,033

四半期純利益 102,679 73,499
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 218,177 223,289

減価償却費 3,119 4,900

長期前払費用償却額 104 143

受取利息 △539 △429

支払利息 52 85

創立費償却 64 64

株式交付費償却 135 67

上場関連費用 9,091 －

固定資産除却損 276 －

売上債権の増減額（△は増加） △90,156 169,194

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,269 △23,430

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,689 6,574

仕入債務の増減額（△は減少） 19,482 △7,767

未払金の増減額（△は減少） △11,832 △32,640

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,763 △18,126

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,771 4,686

その他 345 △1,175

小計 143,747 325,436

利息の受取額 539 429

利息の支払額 △52 △85

法人税等の支払額 △103,911 △127,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,323 197,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △11,145 △1,300

無形固定資産の取得による支出 － △945

敷金及び保証金の差入による支出 △23,206 △13,302

敷金及び保証金の回収による収入 7,696 1,353

貸付金の回収による収入 195 －

その他 △173 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,633 △14,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △200,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 2,330

上場関連費用による支出 △2,416 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,416 2,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,274 185,962

現金及び現金同等物の期首残高 401,785 744,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 413,059

※
 930,084
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当事項はありません。  

 

【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期損益計算書）

　前第２四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「創立費償却」「株式交付

費償却」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記することとしました。な

お、前第２四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「創立費償却」「株式交付費償却」はそれぞれ64千

円、135千円であります。

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期損益計算書）

　前第２四半期会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「創立費償却」は、営業外費

用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期会計

期間の営業外費用の「その他」に含まれる「創立費償却」は32千円であります。

 

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。 

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。 
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 12,052千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額 8,748千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

役員報酬、給与賃金及び諸手当 436,156千円

法定福利費 52,057千円

旅費交通費 86,392千円

通信費 31,289千円

地代家賃 33,486千円

求人費 41,160千円

減価償却費 3,119千円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

役員報酬、給与賃金及び諸手当 603,931千円

法定福利費 70,435千円

旅費交通費 79,959千円

通信費 29,254千円

地代家賃 54,929千円

求人費 34,940千円

減価償却費 4,900千円

 

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

役員報酬、給与賃金及び諸手当 207,525千円

法定福利費 24,688千円

旅費交通費 44,849千円

通信費 14,936千円

地代家賃 18,310千円

求人費 19,679千円

減価償却費 1,691千円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

役員報酬、給与賃金及び諸手当 310,687千円

法定福利費 37,178千円

旅費交通費 35,555千円

通信費 16,254千円

地代家賃 28,427千円

求人費 17,452千円

減価償却費 2,462千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年９月30日現在)

現金及び預金勘定　 413,059千円

現金及び現金同等物 413,059千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年９月30日現在)

現金及び預金勘定　 930,084千円

現金及び現金同等物 930,084千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  1,708,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

  該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

　新株予約権の四半期会計期間末残高

　　ストック・オプションとしての新株予約権　　　―　　

  

４．配当に関する事項

  該当事項はありません。  

 

（有価証券関係）

　該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。  

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。  

 

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 564.55円 １株当たり純資産額 495.61円

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 85.66円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、新株予約権はありますが、当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できませんので記載しておりませ

ん。

１株当たり四半期純利益金額 71.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
67.91円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 119,977 121,617

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 119,977 121,617

期中平均株式数（株） 1,400,600 1,703,461

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 87,279

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

―――――― ――――――
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前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 73.31円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、新株予約権はありますが、当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できませんので記載しておりませ

ん。

１株当たり四半期純利益金額 43.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
41.01円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 102,679 73,499

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 102,679 73,499

期中平均株式数（株） 1,400,600 1,706,474

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 85,591

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

―――――― ――――――

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。  

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。 

  

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成２１年２月５日

株式会社　ユビキタスエナジー  

 取締役会　御中  

 監査法人　トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 御子柴　顯　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 武井　雄次　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユビキ

タスエナジーの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第４期事業年度の第２四半期会計期間（平成２０年

７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユビキタスエナジーの平成２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状

況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成２１年１１月１０日

株式会社　ユビキタスエナジー  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人 トーマツ 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 御子柴　顯　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 武井　雄次　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユビキ

タスエナジーの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第５期事業年度の第２四半期会計期間（平成２１年

７月１日から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年９月３０日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユビキタスエナジーの平成２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状

況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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